
様式第４号（第６条関係） 
個人情報ファイル簿 

 
１　個人情報ファイルの名称 道路法第２４条管理台帳

 
２　実施機関の名称 北茨城市長

 
３　個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称

北茨城市都市建設部都市建設課

 ４　個人情報ファイルの利用

目的

道路法第２４条の規定による工事内容を把握するた

めに利用する。

 
５　記録項目 氏名、住所、電話番号

 
６　記録範囲 道路法第 24条の規定による施行者及び工事内容

 
７　記録情報の収集方法

道路法第２４条の道路工事施工承認許可申請書によ

る収集

 ８　要配慮個人情報が含まれ

るときはその旨
含まない。

 
９　記録情報の経常的提供先 　―

 

１０　開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地

（名称） 
北茨城市都市建設部都市建設課

 （所在地） 
〒319-1592　北茨城市磯原町磯原 1630番地

 
１１　訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定による

特別の手続等

　―

 

１２　個人情報ファイルの種 
　別

☐法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該

当するファイル 
☐有　☐無

 þ法第６０条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル）

 
１３　備考 　―

5-1



様式第４号（第６条関係） 
個人情報ファイル簿 

 
１　個人情報ファイルの名称 道路法第３２条管理台帳

 
２　実施機関の名称 北茨城市長

 ３　個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称

北茨城市都市建設部都市建設課

 ４　個人情報ファイルの利用

目的

道路法第３２条の規定による工事内容を把握するた

めに利用する。

 

５　記録項目 氏名、住所、電話番号

 
６　記録範囲

道路法第３２条の規定による占用者、占用の目的、

場所、物件、期間
 

７　記録情報の収集方法 道路法第３２条許可申請書による収集

 ８　要配慮個人情報が含まれ

るときはその旨
含まない。

 
９　記録情報の経常的提供先 　―

 

１０　開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地

（名称） 
北茨城市都市建設部都市建設課

 （所在地） 
〒319-1592　北茨城市磯原町磯原 1630番地

 １１　訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定による

特別の手続等

　―

 

１２　個人情報ファイルの種 
　別

☐法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該

当するファイル 
☐有　☐無

 þ法第６０条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル）

 
１３　備考 　―
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様式第４号（第６条関係） 
個人情報ファイル簿 

 
１　個人情報ファイルの名称 建築確認支援システム

 
２　実施機関の名称 北茨城市長

 ３　個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称

北茨城市都市建設部都市建設課

 ４　個人情報ファイルの利用

目的

統計、諸証明の発行、台帳閲覧、照会・回答に利用

する。
 

５　記録項目 氏名、住所、法人名、電話番号

 
６　記録範囲 建築確認申請者、建築主、設計者等

 
７　記録情報の収集方法 本人から収集

 ８　要配慮個人情報が含まれ

るときはその旨
含まない。

 
９　記録情報の経常的提供先 税務課、消防本部

 

１０　開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地

（名称） 
北茨城市都市建設部都市建設課

 （所在地） 
〒319-1592　北茨城市磯原町磯原 1630番地

 １１　訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定による

特別の手続等

　―

 

１２　個人情報ファイルの種 
　別

☐法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該

当するファイル 
☐有　☐無

 
þ法第６０条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル）

 

１３　備考
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様式第４号（第６条関係） 
個人情報ファイル簿 

 
１　個人情報ファイルの名称 建築計画概要書

 
２　実施機関の名称 北茨城市長

 ３　個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称

北茨城市都市建設部都市建設課

 ４　個人情報ファイルの利用

目的
諸証明の発行、台帳閲覧、照会回答に利用する。

 

５　記録項目 氏名、住所、法人名、電話番号

 
６　記録範囲 建築確認申請者、建築主、設計者等

 
７　記録情報の収集方法 本人から収集

 ８　要配慮個人情報が含まれ

るときはその旨
含まない。

 
９　記録情報の経常的提供先 税務課

 

１０　開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地

（名称） 
北茨城市都市建設部都市建設課

 （所在地） 
〒319-1592　北茨城市磯原町磯原 1630番地

 １１　訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定による

特別の手続等

　―

 

１２　個人情報ファイルの種 
　別

☐法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該

当するファイル 
☐有　☐無

 
þ法第６０条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル）

 
１３　備考 　―

5-4



様式第４号（第６条関係） 
個人情報ファイル簿 

 
１　個人情報ファイルの名称 市営住宅管理システム

 
２　実施機関の名称 北茨城市長

 ３　個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称

都市建設部都市建設課

 
４　個人情報ファイルの利用

目的
市営住宅入居者の管理

 

５　記録項目
住所、氏名、性別、続柄、生年月日、勤務先、収入、

扶養状況、障害情報、個人番号

 
６　記録範囲 市営住宅入居者

 
７　記録情報の収集方法 市営住宅入居者による窓口提出

 ８　要配慮個人情報が含まれ

るときはその旨
含む

 
９　記録情報の経常的提供先 －

 

１０　開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地

（名称） 
都市建設部都市建設課

 （所在地） 
北茨城市磯原町磯原 1630

 １１　訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定による

特別の手続等

－

 

１２　個人情報ファイルの種 
　別

þ法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該

当するファイル 
þ有　☐無

 
☐法第６０条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル）

 
１３　備考 －
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様式第４号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

１ 個人情報ファイルの名称 地権者台帳 

２ 実施機関の名称 北茨城市長 

３ 個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称 

北茨城市都市建設部地籍調査課 

４ 個人情報ファイルの利用

目的 

地籍調査において、立会いを行う地権者又は相続権

を有する者の調査確認に利用する。 

５ 記録項目 氏名、住所、続柄 

６ 記録範囲 地籍調査地区内の地権者及びその親族 

７ 記録情報の収集方法 

住民票、全部事項証明書、改製原戸籍 

（主な収集先：対象者の住所地の住民基本台帳取扱

部署） 

８ 要配慮個人情報が含まれ

るときはその旨 
含まない。 

９ 記録情報の経常的提供先  ― 

１０ 開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

（名称） 

北茨城市都市建設部地籍調査課 

（所在地） 

〒319-1592 北茨城市磯原町磯原 1630番地 

１１ 訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定による

特別の手続等 

 ― 

１２ 個人情報ファイルの種 

 別 

☐法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該

当するファイル 

☐有 ☐無 

法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

１３ 備考  ― 
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様式第４号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

１ 個人情報ファイルの名称 長狭物確認書 

２ 実施機関の名称 北茨城市長 

３ 個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称 

北茨城市都市建設部地籍調査課 

４ 個人情報ファイルの利用

目的 
長狭物（道路・水路等）の立会確認に利用する。 

５ 記録項目 
氏名、住所、電話番号、土地に関する情報（地番

等） 

６ 記録範囲 
地籍調査地区内の長狭物（道路・水路等）に隣接す

る地権者 

７ 記録情報の収集方法 本人 

８ 要配慮個人情報が含まれ

るときはその旨 
含まない。 

９ 記録情報の経常的提供先  ― 

１０ 開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

（名称） 

北茨城市都市建設部地籍調査課 

（所在地） 

〒319-1592 北茨城市磯原町磯原 1630番地 

１１ 訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定による

特別の手続等 

 ― 

１２ 個人情報ファイルの種 

 別 

☐法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該

当するファイル 

☐有 ☐無 

法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

１３ 備考  ― 
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様式第４号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

１ 個人情報ファイルの名称 地籍調査結果閲覧表 

２ 実施機関の名称 北茨城市長 

３ 個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称 

北茨城市都市建設部地籍調査課 

４ 個人情報ファイルの利用

目的 
地籍調査結果の閲覧に利用する。 

５ 記録項目 氏名、住所、続柄、土地に関する情報（地番等） 

６ 記録範囲 地籍調査地内の地権者 

７ 記録情報の収集方法 本人 

８ 要配慮個人情報が含まれ

るときはその旨 
含まない。 

９ 記録情報の経常的提供先  ― 

１０ 開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

（名称） 

北茨城市都市建設部地籍調査課 

（所在地） 

〒319-1592 北茨城市磯原町磯原 1630番地 

１１ 訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定による

特別の手続等 

 ― 

１２ 個人情報ファイルの種 

 別 

☐法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該

当するファイル 

☐有 ☐無 

法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

１３ 備考  ― 
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様式第４号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

１ 個人情報ファイルの名称 地籍調査票 

２ 実施機関の名称 北茨城市長 

３ 個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称 

北茨城市都市建設部地籍調査課 

４ 個人情報ファイルの利用

目的 

現地調査結果に対する地権者同意の資料として利用

する。 

５ 記録項目 氏名、住所、土地に関する情報（地番等） 

６ 記録範囲 地籍調査地区内の地権者 

７ 記録情報の収集方法 本人 

８ 要配慮個人情報が含まれ

るときはその旨 
含まない。 

９ 記録情報の経常的提供先  ― 

１０ 開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

（名称） 

北茨城市都市建設部地籍調査課 

（所在地） 

〒319-1592 北茨城市磯原町磯原 1630番地 

１１ 訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定による

特別の手続等 

 ― 

１２ 個人情報ファイルの種 

 別 

☐法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該

当するファイル 

☐有 ☐無 

法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

１３ 備考  ― 
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様式第４号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

１ 個人情報ファイルの名称 連絡者届・相続人代表者届・共有地代表者届 

２ 実施機関の名称 北茨城市長 

３ 個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称 

北茨城市都市建設部地籍調査課 

４ 個人情報ファイルの利用

目的 

地籍調査において立会いを行う地権者確認に利用す

る。 

５ 記録項目 
氏名、住所、電話番号、土地に関する情報（地番

等） 

６ 記録範囲 地籍調査地区内の地権者 

７ 記録情報の収集方法 本人 

８ 要配慮個人情報が含まれ

るときはその旨 
含まない。 

９ 記録情報の経常的提供先  ― 

１０ 開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

（名称） 

北茨城市都市建設部地籍調査課 

（所在地） 

〒319-1592 北茨城市磯原町磯原 1630番地 

１１ 訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定による

特別の手続等 

 ― 

１２ 個人情報ファイルの種 

 別 

☐法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該

当するファイル 

☐有 ☐無 

法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

１３ 備考  ― 
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